
埼玉県マスコット
「コバトン」「さいたまっち」

長時間労働を前提とした働き方を変えるには、
まずは男性の意識改革から！

研修内容
● 働き方改革が求められている背景
● 働き方改革関連法の概要
● ワーク・ライフ・バランスの考え方

中小企業
診断士が

無料で

職場へ出
向きます

！

● 働き方見直しの実践方法
● 育児・介護休業制度　　など

長時間労働が当たり前になっていませんか。
業務の見直しはもちろん、働く方の意識を変えていくことで、
従業員のモチベーションや生産性の向上にもつながります。

男性の働き方
見直し研修を実施︕

■問合せ先
一般社団法人埼玉県中小企業診断協会
働き方改革事務局
〒330-0062　さいたま市浦和区高砂 4-3-21　三協ビル 5F
TEL：048-762-3391
Mail：hataraku@sai-smeca.com

■ご留意事項
・職場に出向いての研修のため、会場はご用意いただく
必要があります。あらかじめご了承ください。

お電話または FAX でお申込みください。
お問合せ・ご質問もお受けします。

受付後折り返し、
事務局からお電話にてご連絡いたします。

日程調整、研修のニーズをお伺いします。

決定日時に講師を派遣、実施します。

事業の流れ
申込み
▼
受付
▼
日程調整等
▼
研修の実施

名（男性　　名　女性　　名） 名（男性　　名　女性　　名）

FAX：048-762-3501 男性の働き方見直し研修　申込書

企業名 代表者氏名

所在地 TEL/FAX

e-mail事業内容

従業員数
従業員のうち
管理職数

研修希望時期 研修予定従業員数

研修についての希望 担当者職・氏名

■埼玉県産業労働部ウーマノミクス課　推進担当
URL:http://www.pref.saitama.lg.jp/womenomics/hatarakikata/soudankai/index.html

TEL:048-830-3965
この事業は埼玉県の委託により株式会社埼玉新聞社と
一般社団法人埼玉県中小企業診断協会が
運営しています。


